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大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４１－０３５１（内線２２２５））

平成１７年度　普通交付税の算定結果
について（市町村分）



平成１７年度の普通交付税が７月２６日に決定された。

普通交付税は、地方交付税法（以下「交付税法」と

いう。）第１０条第３項の規定により、遅くとも毎年８

月末日までに決定することとされているが、今年度

についても交付税法の一部改正法が３月中に成立し

たことを受け、１２年連続で７月中に決定されたとこ

ろである。

①　全国の状況

今年度の普通交付税の全国の総額は１５兆８,８３８億円

で、うち市町村分が６兆８,３４６億円、道府県分が９兆

４９２億円であり、昨年度（以下、昨年度とあるのは、

平成１６年度当初算定の数値である。）の算定と比較す

ると、総額で１０９億円、０.１％の増（市町村分７８３億

円、１.２％の増、道府県分６７４億円、０.７％の減）と

なっており、基本方針２００４（平成１６年６月４日閣議

決定）及び「三位一体の改革について」（平成１６年１１

月２６日政府・与党合意）等を踏まえ、地方団体の安

定的な財政運営に必要な一般財源総額が確保された

ものである。

なお、平成１３年度から、財源不足額の補てん措置

として、従来の交付税特別会計の借入金方式に替え

て臨時財政対策債を発行することとされており、基

準財政需要額の一部が臨時財政対策債に振り替えら

れているが、今年度はその金額が３兆２,２３６億円と昨

年度と比べ２３.１％の減となっている。

したがって、地方交付税総額１６兆８,９７９億円と臨時

財政対策債総額３兆２,２３６億円を合算した実質的な交

付税額は２０兆１,２１５億円で、昨年度に比べ４.５％の減

となっている。

基準財政需要額（市町村分については、一般算定

と合併算定替有効分を合算したものによる。以下、

基準財政収入額についても同じ。）は、経常経費にお

いて市町村分が１６兆９,８１３億円で前年度比０.８％の増、

道府県分が１６兆３０８億円で５.４％の増となっている。

定員の計画的削減や一般行政経費等が地方財政計画

において抑制計上されているなかで、三位一体の改

革において一般財源化された国庫補助負担金につい

て、全額が基準財政需要額に算入されていることや、

介護保険給付費及び老人医療給付費の増に伴う高齢

者保健福祉費の増、生活保護費の増等により対前年

度比で増となっている。

なお、道府県分の増加率が市町村分より大きいの

は、国民健康保険国庫負担金などの一般財源化によ

る影響額が市町村分より大きいためである。

投資的経費においては、市町村分が４兆５,４４７億円

で前年度比８.０％の減、道府県分が２兆９,９０７億円で

６.９％の減となっている。地方財政計画において補

助事業、単独事業ともに対前年度マイナス計上であ

ることが反映された形となっている。

公債費においては、市町村分が２兆１,５８９億円で前

年度比３.１％の増、道府県分が２兆５,１１９億円で４.６％

の増となっている。道府県分・市町村分ともに、財

源対策債償還費、臨時財政対策債償還費の増加など

によるものである。

また、臨時財政対策債振替額は、市町村分が１兆

５,９８６億円で前年度比２３.６％減、道府県分が１兆

６,１１６億円で前年度比２３.１％減となっている。その

結果、臨時財政対策債振替後の基準財政需要額は、

市町村分で２２兆８７０億円、前年度比１.３％増、道府県

分で１９兆９,２１５億円、前年度比６.４％増となってい

る。

基準財政収入額では、市町村分が１６兆２,４２９億円で

昨年度に比べ１.８％の増（交付団体で１.０％の増）、道

府県分が１１兆１,３７５億円で１４.５％の増（交付団体で

１４.３％の増）となっている。これは、企業収益の改

善等を反映して、市町村分の法人税割が前年度比

２２.６％の増（一本算定による）、道府県分の法人事

業税が前年度比１５.２％の増となっているほか、税源

移譲に伴って、所得譲与税や道府県のみに交付され

る税源移譲予定特例交付金が大幅に増となったこと

による。

その結果、交付基準額は、市町村分で前年度比

１.１％増の６兆８,６５４億円、道府県分で０.７％減の９

兆７９２億円となっている。税源移譲に結びつく国庫補

助負担金改革の対象が道府県分にウエイトが置かれ

たことから、基準財政収入額において、道府県の所

得譲与税及び税源移譲予定特例交付金が大幅に伸び

たことなどによる。これにより、今年度の道府県分
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と市町村分の配分割合は、道府県分５６.９％、市町村

分４３.１％となり、昨年度に比べて市町村分に０.５ポ

イントシフトした。（第１表）

不交付団体の数は、都道府県では昨年度と同様に

１団体（東京都のみ）、市町村では１３８団体で、交付

から不交付になったものが１９団体（うち調整率によ

るもの１団体）、不交付から交付となったものが１０

団体（うち合併算定替によるもの５団体）、合併によ

る団体数の減少が４団体で、結果５団体増加してい

る。

調整率については、０.００１６３６６２４と決定され、そ

の影響額は６０８億５５百万円となった。（第２表）

なお、府内市町村（大阪市含む。以下同じ。）の影

響額は２２億２７百万円であった。

②　府内の状況

府内市町村の決定総額は２,３７４億４７百万円で、昨

年度と比べると１３３億７１百万円、５.３％減となった。

全国の市町村分が増加する中、府内市町村分が減少

しているのは、基準財政需要額では投資的経費の減

少率が全国よりも大きく、一方で、基準財政収入額

では、法人税割の増加率が全国を上回っていること

が主な要因である。

不交付団体数は、昨年度と同じ４団体となった。

また、これらの不交付団体の財源超過額は、８５億

１２百万円であり、昨年度と比べて１０億７３百万円、

１４.４％の増となった。（第３表・第４表）

基準財政需要額の増減の主な要因は、経常経費に

ついては、「清掃費」、「下水道費」、「企画振興費」、

が大きく減少している一方、「高齢者保健福祉費」、

「社会福祉費」、「生活保護費」、が伸びた結果、昨年

度比で０.６％の増となった（全国市町村０.８％の増）。

投資的経費については、地方財政計画における投

資的経費縮減などにより、昨年度と比べると、９.３％

の減となった（全国市町村８.０％の減）。

公債費については、臨時財政対策債償還費、減税

補てん債償還費、財源対策債償還費などが増加した

ことにより４.４％の増となった（全国市町村３.１％の

増）。

この結果、基準財政需要額は、臨時財政対策債振

替前比較で０.８％減（全国市町村では０.９％減）、振

替後で１.２％の増となった（全国市町村は１.３％の

増）。

一方、基準財政収入額では、「所得譲与税」が大幅

な増となり、「法人税割」についても引き続き増とな

ったため、総額では２.７％の増となっている（全国市

町村１.８％の増）。

平成１７年度における地方財政計画は、非常事態と

もいうべき地方財政の状況等を踏まえ、歳出面では

徹底した見直しと重点的配分を図るとともに、中期

的な目標の下で、定員の計画的削減等による給与関

地方財政対策
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第１表　道府県分と市町村分の配分割合の推移

第２表　平成１７年度調整率算出基礎



係経費の抑制や地方単独事業費の減額を図ることと

された。これらを通じて地方財政計画の規模の抑制

に努めることにより、財源不足額の圧縮を図ること

とした上で、歳入面では地域において必要な行政課

題に対しては適切に財源措置を行うなど、地方団体

の安定的な財政運営に必要な普通交付税、地方税な

どの一般財源の総額を確保することが課題とされた。

このような状況の中、講じられた地方財政対策の概

要は次のとおりである。

平成１６年度に講じられた平成１８年度までの制度改

正に基づき、財源不足のうち建設地方債（財源対策

債）の増発等を除いた残余については、引き続き国

と地方が折半して補てんすることとされた。このう

ち、国負担分については国の一般会計からの加算に

より、地方負担分については臨時財政対策債によっ

て補てん措置が講じられることとなった。また、臨

時財政対策債の元利償還金相当額については、その

全額を後年度の基準財政需要額に算入することとさ

れた。

なお、既往の臨時財政対策債の利払い６,２７６億円、
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第３表　算定結果の概要

第４表　不交付団体数の推移（当初算定ベース）



平成１４年度補正予算に係る地方財政措置において臨

時財政対策債に代わるものとして措置することとさ

れた交付税特別会計借入金の元利償還８１５億円及び決

算かい離の一体的是正に対する分３,５００億円に起因す

る財源不足額１兆５９０億円についても、臨時財政対策

債の発行により対処することとされた。

この結果、地方財政計画の歳入歳出規模は８３兆

７,６８７億円となり、前年度に比して８,９８２億円（対前

年度１.１％）の減となった。

以下、個々の項目について具体的に説明する。

（第５表）

①　恒久的な減税に伴う減収の補てんについて

所得税、住民税の恒久的な減税による地方財政影

響額３兆４,７２０億円のうち、地方税の影響分１兆

９,１９８億円については、次の方法により完全に補てん

することとされた。

（１） 国のたばこ税の一部移譲 １,１３５億円

（２） 法人税の交付税率引上げ ４,３７５億円

（３） 地方特例交付金の交付 ８,８８８億円

（４） 減税補てん債の発行 ４,８００億円

このうち、法人税の交付税率については、引き続

き３５.８％とされている。

地方特例交付金については、恒久的な減税に伴う

減収の一部を補てんするため、平成１１年度に創設さ

れたもので、地方税の代替的性格を有する財源とし

て、普通交付税の交付・不交付にかかわらず、すべ

ての都道府県及び市町村（特別区含む）に交付され

るものである。各市町村の交付額は「当該市町村の

減収見込額」×３／４－「当該市町村のたばこ税増

収見込額」により算出することとされている。この

措置は、税制の抜本的な見直し等が行われるまでの

当分の間とされているものである。

なお、減税補てん債の発行見込額相当額について

は、地方交付税の算定に当たって、その７５％を基準

財政収入額に加算するとともに、減税補てん債の元

利償還金相当額の１００％を公債費方式により後年度

の基準財政需要額に算入することとされている。

また、影響額３兆４,７２０億円のうち、国税減収によ

る地方交付税影響分１兆５,５２２億円については、国と

地方が折半して負担することとされた。

②　先行減税に伴う減収額の補てんについて

平成１５年度税制改正において実施することとされ

た、先行減税による地方財政影響額１,７７２億円のうち、

地方税の減収分７８３億円については、減税補てん債の

発行により補てんされ、後年度の地方税の増収によ

って償還することとされた。

また、地方交付税の減収分９８９億円については、交

付税特別会計借入金（全額地方負担）により補てん

し、後年度の地方交付税原資の増収によって償還す

ることとされた。

③　通常収支の不足の補てんについて

前述の恒久的な減税分と先行減税分を除いた通常

収支については、地方税収入や地方交付税の原資と

なる国税収入が回復傾向にある一方で、経費の徹底

した節減合理化等が行われたものの、公債費の累増

等によって、７兆５,１２９億円の財源不足が生じること

となった。これについては、まず財源対策債によっ

て１兆７,６００億円を補てんし、一般会計からの法定加

算額（既往法定分等）３,６５７億円を交付税特別会計

に繰り入れることとされた。その上で残る５兆３,８７２

億円から、地方が負担する既発の臨時財政対策債の

元利償還等に係る臨時財政対策債の発行額１兆５９０

億円を差し引いた４兆３,２８２億円について、国と地方

が折半（各２兆１,６４１億円）してそれぞれ補てん措置

が講じられることとなった。

このうち、国負担分については全額を一般会計か

らの加算額（臨時財政対策加算）として、交付税特

別会計に繰り入れることとされた。

また、地方負担分については、全額を臨時財政対

策債の発行により補てんすることとされた。従って、

平成１７年度における臨時財政対策債発行額は、上述

の１兆５９０億円を加え、３兆２,２３１億円が計上された。

④　国庫補助負担金の改革に伴う財源措置について

国民健康保険国庫負担５,４４９億円、養護老人ホーム等

保護費負担金５６７億円、公営住宅家賃対策等補助のう

ち公営住宅家賃収入補助分３２０億円など、税源移譲に

結びつく改革に係るもののうち、暫定措置とされた

義務教育費国庫負担金の減額分４,２５０億円を除いた国

庫補助負担金６,９８９億円が、平成１７年度から一般財源

化された。これらについては、所要事業費の全額を
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地方財政計画に計上するとともに、基準財政需要額

に算入することとされた。

また、この国庫補助負担金の一般財源化に伴い、

税源移譲すべきものとして精査した額６,９１０億円を所

得譲与税として税源移譲するとともに、地方交付税

の基準財政収入額に全額を算入することとされた。

義務教育費国庫負担金については、８,５００億円程

度の暫定的な減額を行うこととされている。そのう

ち平成１７年度においては、４,２５０億円を暫定的に減

額することとされており、当該減額相当分は税源移

譲予定特例交付金により財源措置が講じられている。

地方交付税法附則第３条において、「法律の定める

ところにより、交付税の総額の安定的な確保に資す

るため必要な特例措置を講ずること」が定められて

おり、平成１７年度分の総額を定める規定として、同

法附則第４条が３月の一部改正法により改正された。

その結果、地方交付税総額の算定基礎は第６表のと

おりとなった。

一般会計から繰り入れる地方交付税の額（入口

ベ－ス）は、次の①～⑤により １４兆５,７０９億円

となっている。

この一般会計からの繰入額（入口ベ－ス）に次の

⑥～⑩の額を加算、控除した額 １６兆８,９７９億円

（対前年度当初１１７億円、０.１％増）が交付税特別会

計における地方交付税総額（出口ベ－ス）となって

おり、このうち普通交付税は１５兆８,８３８億円（同１０９

億円、０.１％増）、特別交付税は１兆１４０億円（同８

億円、０.１％増）となっている。

①　所得税及び酒税の収入見込額１４兆７,８９０億円の

３２％に相当する額４兆７,３２５億円、法人税の収入見

込額１１兆５,１３０億円の３５.８％に相当する額４兆１,２１７

億円、消費税の収入見込額１０兆１,６４０億円の２９.５％に

相当する額２兆９,９８４億円並びに国たばこ税の収入見

込額８,６２０億円の２５％に相当する額２,１５５億円の合計

額 １２兆６８０億円

②　過年度精算分 ▲８７０億円（注１）

③ 改正前同法附則第４条の２第８項に基づく加算

額 １,９６３億円

④ 通常収支及び恒久的減税、国庫補助負担金見直

しに係る国負担借入金の利子相当額加算額

２,２９５億円（注２）

⑤　臨時財政対策のための加算額

２兆１,６４１億円

⑥　交付税特別会計借入金

１兆５,９１１億円（注３）

⑦　交付税特別会計借入金償還額

▲７９９億円

⑧ 交付税特別会計借入金等に係る利子支払のため

の控除額 ▲６,５９１億円

⑨　剰余金の活用等 ４,４０２億円

⑩　前年度からの繰越金 １兆３４７億円

（注１）平成１７年度の国税五税の収入見込額の一定割合の額

から、平成９年度及び平成１０年度に係る精算額のうち平

成１７年度分の精算額を減額することとされた。

（注２）平成８年度から平成１７年度までの通常収支に係る国

負担借入金の利子相当額１,６８３億円と、平成１１年度から平

成１７年度までの恒久的な減税に係る国負担借入金の利子

相当額６０１億円、平成１５年度の国庫補助負担金の見直しに

係る国負担借入金の利子相当額１１億円が加算されること

となった。

（注３）恒久的な減税による交付税減収の補てん分として１兆

４,９２２億円（利払い分を含む）、先行減税による交付税影

響の補てんとして９８９億円が計上されることとなった。

１　基準財政需要額

（１）費目及び測定単位に関する事項

①　高齢者保健福祉費の測定単位の改正

平成１４年８月の老人保健法の改正を受けて、

高齢者保健福祉費のうち老人医療給付費負担金

に係る測定単位が改正されている。これは、医

療保険改革の一環として後期高齢者への施策の

重点化を図る観点から、老人保健法上の老人医

療の対象年齢が７０歳以上から７５歳以上に５年間

をかけて段階的に引き上げることとされ、平成

算定方法の主な改正点

平成１７年度地方交付税総額
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１４年１０月から施行されていることに対する措置

である。

具体的には、高齢者保健福祉費の老人医療給

付費負担金の測定単位について、地方交付税法

の本則第１２条第１項及び第２項において７０歳以

上人口から７５歳以上人口に変更する改正を行う

とともに、同法附則第６条の２において同測定

単位を平成１５年度から毎年度段階的に１歳ずつ

引き上げ、平成１９年度には７５歳とする旨の経過

措置を講じる改正が行われたものである。これ

により、平成１７年度の測定単位は７３歳以上人口

とされている。

なお、国の基本方針２００１において「国の関与

の廃止・縮小に対応して、できるだけ客観的か

つ単純な基準で交付税を決定するような簡素な

仕組みにしていくべきである」と明記され、

基本方針２００３においても同様の方針が重ねて示

された。これを受けて平成１７年度の都道府県分

の算定においては、各種の費目及び測定単位の

統合が行われたが、市町村分の算定においては

費目等の統合は無かった。

（２）単位費用に関する事項

今年度の単位費用は第７表のとおりである。

ア　主要な改正点

今年度の単位費用に関する主な改正点は、以下

のとおりである。なお、①～⑯は経常経費に係る

もの、⑰～ は投資的経費に係るもの、 は公

債費に係るものである。

① 「消防費」については、消防防災設備整備

費補助金の一般財源化に伴う増要因、消防ポ

ンプ車等の耐用年数の適正化による減要因に

より、前年度同額となっている。

② 「道路橋りょう費」については、工事請負

費・需用費等の経費節減により、５.０％の減

となっている。

③ 「下水道費」に関しては、地方財政計画に

おいて維持管理経費に係る公費負担割合が雨

水分決算の実態にあわせて２０％から１５％に引

き下げられたことから、２３.１％の減となって

いる。

④ 「その他の土木費」については、三位一体

の改革による公営住宅の家賃収入補助の一般

財源化に伴い、７.１％の増となっている。

⑤ 「小学校費（児童数）」については、平成

１６年度に引き続き、給食関係経費においてア

ウトソーシングによる効率化を反映した単価

を用いる見直しが行われており、２.４％の減

となっている。

また、「小学校費（学校数）」、「中学校費

（学校数）」においては、用務員給与費につい

て、その一部を臨時職員による措置に振り替

えるとみなした場合の給与単価に設定変更さ

れている。平成１６年度からの３ヵ年で段階的

に引き下げることとされ、１７年度はそれぞれ

３.８％の減、９.４％の減となっている。なお、

「中学校費（学校数）」の減少幅が大きいのは、

教育用コンピューター整備費が減とされてい

るためである。

⑥ 「その他の教育費（人口）」については、職

員数の見直し等により１.６％の減、「その他の

教育費（幼稚園児数）」については、平成１６

年度に限って措置されていた預かり保育機能

強化分の上乗せ要素が減とされたことなどに

より１.６％の減となっている。

⑦ 「生活保護費」については、扶助者数の増

により６.６％の増となっている。

⑧ 「社会福祉費」については、延長保育推進

事業の一般財源化に伴う増等により、９.０％

の増となっている。

⑨ 「保健衛生費」については、国民健康保険

に係る基盤安定事業費の増等により、０.５％

の増となっている。

⑩ 「高齢者保健福祉費」については、６５歳以

上人口を測定単位とするものは、介護保険給

付費の増のほか、養護老人ホーム等保護費負

担金等の一般財源化による増等により、８.５％

の増となっている。７３歳以上人口を測定単位

とするものについては、老人医療給付費負担

金の増、後期高齢者に対する施策の重点化に

より測定単位一単位当たりの一般財源所要額

２４�２３�
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が大きくなっているため２０.９％の大幅増とな

っている。

⑪ 「清掃費」については、平成１６年度に引き

続きごみ収集の経費積算方法についてアウト

ソーシングを前提とした見直しが行われてい

る。一方、資源ごみの分別収集の広がりを踏

まえた収集経費の増等があり、これらの要因

を反映して、全体としては２.３％の減となって

いる。

⑫ 「その他の産業経済費」については、鉱業

従事者数に係る標準団体規模が見直され、４０

人から３０人に縮減されたことにより、見かけ

上単位費用は増加して、２.２％の増となって

いる。

⑬ 「企画振興費」については、職員数の見直

し、地域資源活用促進費の減等により、３.６％

の減となっている。

⑭ 「徴税費」については、税収増に伴う府民

税徴収取扱交付金収入（特定財源）の増等に

より、６.０％の減となっている。

⑮ 「戸籍住民基本台帳費（戸籍数）」について

は、戸籍事務電算化経費の増により、０.６％

の増となっている。

⑯ 「その他の諸費（人口）」については、地域

情報化経費の増により、１.７％の増となってい

る。「その他の諸費（面積）」については、国

土保全事業の企画立案等に係る職員が措置さ

れたこと等により、２０.２％の増となっている。

以下は、投資的経費についてである。

⑰ 「港湾費（漁港分）」については、事業量の

減により９.８％の減となっている。なお、都道

府県分については１３.６％の増となっているが、

これは経費種類の統合によるものである。

⑱ 「都市計画費」「公園費」について、単位費

用算定に当たり特定財源扱いとなる都市計画

税がほぼ横ばいであることから、事業量の減

少以上に単位費用は減となっており、それぞ

れ２３.８％の減、２４.８％の減となっている。

⑲ 「下水道費」については、平成１４年度許可

債から事業費補正の算入率の引き下げにより

標準事業費方式で算定される額が大きくなっ

ていることを反映し、６.５％の増となってい

る。

⑳ 「小学校費」「中学校費」「高等学校費」に

ついては、標準的な施設の再建築価格を耐用

年数で除して算定する方式で単位費用が積算

されていることから、再建築価格の反映によ

り、それぞれ２.３％の減、２.３％の減、２.６％

の減となっている。

「社会福祉費」「高齢者保健福祉費」につ

いては、平成１７年度より地域介護・福祉空間

整備等交付金、次世代育成支援対策施設整備

費交付金等が創設され、社会福祉法人が設置

主体となる整備に係る負担の一部（３０床未満

の特別養護老人ホーム、保育所等）が都道府

県負担から市町村負担に変更されたことに伴

い、単位費用の減少幅が小さくなり、それぞ

れ０.４％の減、４.９％の減となっている。

「清掃費」については、国庫補助事業の事

業量が大幅に減少していること等を反映し

て、２１.２％の減となっている。

「その他の産業経済費」については、経常

経費と同様、鉱業従事者数に係る標準団体規

模の段階的な見直しにより減少率は小さくな

っており、０.７％の減となっている。

公債費のうち、理論償還表上の据置期間の

終了により「減税補てん債償還費」「臨時財

政対策債償還費」が増加している。

イ　給与改善費及び追加財政需要額

給与改善費については、平成１７年度の国の予算

においても計上しないこととされたことを踏まえ、

地方財政計画においても計上されなかった。した

がって、給与改善費については、基準財政需要額

に算入しないこととされた（平成１５年度より同様

の措置）。

追加財政需要額については、年度途中における

予測しがたい財政需要に備えるため、地方財政計

画には前年度と同額の５,７００億円計上された。平

成１７年度においては、前年度と同じく地方財政計

画計上額のうち災害分を除くものの概ね２分の１

２４�

２３�

２２�

２１�
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程度が各費目の給与関係経費に応じて基準財政需

要額に算入されている。

（３）補正に関する事項

今年度の補正に関する主な改正点は、以下のとお

りである。

①　態容補正

ア　普通態容補正

普通態容補正に用いられている共通係数は、

各費目に共通する「行政の一般的質量の差」を

反映させるもので、その基礎に給与差を用いて

いる。今年度においては、平成１５年４月１日に

実施された地方公務員給与実態調査（指定統計）

結果を踏まえた本俸等の更新、調整手当支給率

の設定の見直し等を反映させた上で、種地別共

通係数が算出された。

個々の費目の改正点は以下のとおり。

「消防費」において、「消防本部及び消防署を

置かなければならない市町村を定める政令」に

基づき指定された町村以外の町村等に対する行

政権能差による補正（乗率０.４）は平成１５年度

をもって廃止された。新たに、消防本部及び消

防署を置き消防活動を開始している市町村以外

の市町村に対する補正率が平成１６年度から設け

られたが、平成１７年度においては、この補正率

が０.６に引き上げられた（⑯０.５）。

「小・中学校費」において、これまで児童・

生徒数を測定単位とするもの、学級数を測定単

位とするもの、学校数を測定単位とするものそ

れぞれに適用されてきた普通態容補正の個別係

数について、平成１６年度から３ヵ年で段階的に

廃止することとされた。平成１７年度は、この方

針に従い個別係数の見直しが引き続き行われた。

なお、この措置はコンピュータ経費など単位費

用の経費に都市化の程度に応じた物価差が認め

られなかったことによる措置である。

「生活保護費」において、扶助費の基準単価

差を種地別に単価差率を設けて反映することと

されているが、１７年度においても厚生労働省の

扶助基準に基づき種地ごとの単価差が見直され

ている。

「高齢者保健福祉費（６５歳以上人口）」にお

いて、養護老人ホーム等保護費負担金の一般財

源化により、市と町村の負担割合が異なる経費

がなくなったため、市と町村の権能差が廃止さ

れている。

「清掃費」において、ごみ収集については、

民間委託の場合の経費を算定の基礎としていく

こととし、平成１６年度からの３年間で見直しを

行うこととされており、１７年度はその２年目に

あたる。これに伴い、種地区分が高い団体には

直営形態が多い傾向にあることから、単位費用

の引き下げと併せて普通態容補正係数（個別係

数）の引き下げが行われており、今年度はその

２年目に当たる。

「戸籍住民基本台帳費（戸籍数・世帯数）」に

おいては、個別係数を平成１６年度から３年間で

段階的に廃止することとされ、本年度はその２

年目にあたる。これは、個別係数設定の根拠で

ある取扱事務件数に都市化の程度による差が認

められないことをうけた措置である。

イ　経常態容補正

経常態容補正は、人口の年齢別構成等市町村

の種地または級地と関係のない態容に基づく行

政経費の差異のうち、経常経費に係るものを需

要額に反映するための補正である。

また、平成１７年度から新たに経営努力に対応

した基準財政需要額の増減を行う算定が、経常

態容補正により行うこととされた。従来、基準
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財政需要額は、地方財政計画における地方公務

員の削減や、道路の維持管理・庁舎管理・ごみ

収集業務等の民間委託等による経費削減を前提

として算定されている。これに対して、市町村

がより一層の行革を行うことにより経費を節減

した場合には、その分、地方交付税が削減され

るのではなく、他の施策の財源が確保される仕

組みとなっている。この意味で、地方交付税制

度は行革努力を引き出す仕組みとなっている。

平成１７年度からは、こうした仕組みに加えて、

新たに経営努力に対応した算定が行われること

となった。全体として経費削減が求められてい

る現状であっても、行革努力に伴い必要とされ

る経費については、その実績を示す客観的な指

標に応じて需要額を増減させる算定を行うこと

に合理性が認められるために設けられたもので

ある。

個々の費目の改正点は、以下のとおり。

「その他の産業経済費」において、林業、漁

業及び鉱業の各産業別従業者一人当たりの所要

一般財源の差を反映するため、単位費用におけ

る措置状況を基に、所要の改正が行われるもの

である。平成１６年度からの４年間をかけて、段

階的に標準団体における鉱業従事者数を縮小す

ることとされ、平成１７年度は３０人に縮小された

（⑯４０人）。

「徴税費」においては、上述のとおり行革努

力を反映させるため、今年度から新たに経常態

容補正が適用された。具体的には、単位費用に

おいて新たに措置された「徴税強化に要する経

費」について、その２分の１相当額について、

①当該団体の徴収率の増減（符号α）と、②当

該団体の徴収率と全国平均の徴収率との差（符

号β）を均等に反映させることとされた。

＜算式＞

Ａ＋Ｂ×［０.５×｛（α＋β）＋１｝＋０.５×γ］

Ａ：単位費用に占める徴税強化に要する経費以

外の経費の割合（９８３／１０００）

Ｂ：単位費用に占める徴税強化に要する経費の

割合（１７／１０００）

α：前３年平均の徴収率よりも上昇（下落）す

ることによる割増（割落）係数

算式：｛（ｎ－２）年度の徴収率－

（ｎ－５～ｎ－３）年度の平均徴収率｝

×０.５

β：全国平均の徴収率より高い（低い）ことに

よる割増（割落）係数

算式：｛（ｎ－２）年度の徴収率－

（ｎ－２）年度の全国平均徴収率｝

×０.５

γ：徴収強化に要する経費の標準団体一般財源

の２分の１（世帯数３７，０００世帯段階におい

ては５，０００千円）相当額を基準として、世

帯数段階に応じて設定された額（３００千円

～１８，０００千円）を算入するための係数

「その他の諸費（人口）」について、新たに

行革努力を反映させるため経常態容補正が適用

された。具体的には、単位費用において新たに

措置された「歳出削減の取組み強化に要する経

費」について、その２分の１相当額について、

歳出削減の実績を示す指標（符号α）に応じて

算定することとされた。

＜算式＞

Ａ＋Ｂ×（α×０.５＋β×０.５）

Ａ：単位費用に占める歳出削減の取組み強化に要

する経費以外の経費の割合（９８３６／１００００）

Ｂ：単位費用に占める歳出削減の取組み強化に

要する経費の割合（１６４／１００００）

α：対象経費（人件費、物件費等）に係る当該

団体の増減率が、全国平均の増加率より低

い（高い）ことによる割増（割落）係数

（０≦α≦３）

算式：１＋

（全国平均増加率－当該団体増減率）

β：歳出削減の取組み強化に要する経費の標準

団体一般財源の２分の１（人口１０万人段階

においては１０，０００千円）相当額を基準とし

て、人口段階に応じて設定された額（１,７００

千円～６６,７００千円）を算入するための係数

②　段階補正
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段階補正は、人口等の測定単位の増減に応じて、

単位当たりの費用が割安又は割高になることを補

正するものである。

市町村における段階補正については、平成１４年

度から１６年度までの３ヵ年を期間として、段階補

正を引き下げる方向での見直しが行われてきた。

この見直しは、小規模な団体にあっても職員の兼

務や外部委託等により合理的・効率的に行財政運

営を行っている団体もあるとの実態を反映するた

めの見直しである。３年間での削減総額は約２，０００

億円であった。

なお、段階補正については、これまでの見直し

に加えて、今後も効率的な運営を前提とした更な

る見直しが予定されている。

③　数値急増補正　

ア　人口急増補正Ⅰ

人口急増補正Ⅰについては、従来、人口を測

定単位とする経常経費に適用され、各費目にお

いて補正が行われていたが、平成１０年度から簡

素化の観点より「その他の諸費（人口）（経常）」

において包括的に算入されている。

本補正は、測定単位である人口の国勢調査時

から今年度の算定基準日である平成１７年４月１

日までの人口の増加を反映させるもので「数値

代置方式」と呼ばれている。

平成１２年度までは全国平均増加率以上の団体

が対象とされていたが、人口全体の増加率が以

前より低くなっていること等から、平成１３年度

より、住民基本台帳登載人口の増加率が人口増

加団体における平均増加率を超える団体につい

てのみ適用することとされた。今年度も引き続

き、平成１２年９月３０日から平成１７年３月３１日ま

での住民基本台帳登載人口の増加率が人口増加

団体における平均増加率（１.０２３）を超える市

町村について適用されている。

○算式
Ａ

人口急増補正Ⅰ係数－１＝（─－１.０２３）×α
Ｂ　

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の住民基本台帳登

載人口

Ｂ：平成１２年９月３０日現在の住民基本台帳登

載人口

α：５.０

イ　人口急増補正Ⅱ

人口急増補正Ⅱについても、平成１０年度より

人口急増補正Ⅰと同様に、「その他の諸費（人

口）（投資）」において包括的に算入されており、

人口が一定の率以上増加している市町村に対し

て投資的経費を割増算入するために適用されて

いる補正である。

人口急増補正Ⅰと同様に、平成１２年９月３０日

から平成１７年３月３１日までの住民基本台帳登載

人口の増加率が人口増加団体における平均増加

率（１.０２３）を超える市町村について適用され

ている。

○算式
Ａ

人口急増補正Ⅱ係数－１＝（─－１.０２３）×α
Ｂ

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の住民基本台帳登

載人口

Ｂ：平成１２年９月３０日現在の住民基本台帳

登載人口

α：２.８

ウ　６５歳以上人口急増補正Ⅰ

６５歳以上人口急増補正Ⅰは、６５歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（６５歳以

上人口）（経常）」に適用される。その考え方は、

人口急増補正Ⅰと同様「数値代置方式」であり、

国勢調査以降の６５歳以上人口の増加に伴う財政

需要の増加を基準財政需要額に反映させるため

の補正である。

また、平成１３年度までは住民基本台帳登載６５

歳以上人口が全国平均増加率を超える団体につ

いて対象とされていたが、平成１４年度より同人

口の増加団体における平均増加率（平成１７年度

については１.１２０）を超える市町村に適用され

ることとなった。

なお、この補正は、高齢者保健福祉費が創設
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された平成６年度から適用されているが、当時

は算定年度の４月１日の数値を用いて算定して

いた密度補正が適用される経費が、当該費目の

需要額に占める割合が低かったため、単位費用

全体に乗じられてきた経緯がある。しかしなが

ら、近年、密度補正経費の割合が急増している

ことにより、急増補正を単位費用全体に乗じる

ことは著しく不合理になっており、急増補正の

割増対象を密度補正の適用される単位費用部分

を除いた部分に限定することとし、市町村分に

ついては０.４６７を乗じたものが６５歳以上人口急

増補正Ⅰとして適用されている。

○算式
Ａ

６５歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝（─－１.１２０）
Ｂ

×０.４６７

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

Ｂ：平成１３年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

標準団体一般財源（１,６４１,４９９千円）－急増補正対象外経費（８７５,０５８千円）
０.４６７：――――――――――――――――――

標準団体一般財源（１,６４１,４９９千円）

エ　６５歳以上人口急増補正Ⅱ

６５歳以上人口急増補正Ⅱについては、「高齢

者保健福祉費（投資）」に適用される。その考え

方は人口急増補正Ⅱと同様で、６５歳以上人口が

一定の率以上増加している市町村に対して投資

的経費を割増算入するためのものである。

また、６５歳以上人口急増補正Ⅰと同様に、増

加率が全国平均（１.１２０）を超える市町村に適

用されている。

○算式
Ａ

６５歳以上人口急増補正Ⅱ係数－１＝─－１.１２０
Ｂ

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

Ｂ：平成１３年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

オ　７３歳以上人口急増補正Ⅰ

７３歳以上人口急増補正Ⅰは、７３歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（７３歳以

上人口）（経常）」に適用される。その考え方は、

人口急増補正Ⅰと同様「数値代置方式」であり、

国勢調査以降の７３歳以上人口の増加に伴う財政

需要の増加を基準財政需要額に反映させるため

の補正である。

この補正は、本来であれば７３歳以上人口の住

民基本台帳登載人口の増加率を用いて算定され

るべきであるが、各市町村においては５年刻み

の人口段階で統計処理しており、１年刻みでの

数値を使うことは事務負担が大きいことから、

住民基本台帳登載の７５歳以上人口の増加率を指

標として７３歳以上人口急増補正Ⅰが行われるこ

ととなった。

なお、この急増補正についても他の急増補正

と同様に、平成１３年３月３１日から平成１７年３月

３１日までの７５歳以上人口の増加団体の平均増加

率（１.２１８）を超える市町村について適用され

ている。

○算式
Ａ

７３歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝─－１.２１８
Ｂ　

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の７５歳以上の住民

基本台帳登載人口

Ｂ：平成１３年３月３１日現在の７５歳以上の

住民基本台帳登載人口

カ　世帯数急増補正

世帯数急増補正は、世帯数を測定単位とする

経常経費（「徴税費」及び「戸籍住民基本台帳

費（世帯数）」）に適用され、その考え方は人口

急増補正Ⅰと同様の「数値代置方式」であり、

世帯数の増加に伴う財政需要の増加を基準財政

需要額に反映させるための補正である。

平成１３年度までは全国平均増加率以上の世帯

数増加団体が対象であったが、平成１４年度から、

平成１２年９月３０日から平成１７年３月３１日までの
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住民基本台帳登載世帯数の増加率が世帯数増加

団体における平均増加率（１.０５４）を超える市

町村に適用されている。

○算式
Ａ

世帯数急増補正係数－１＝─－１.０５４
Ｂ

〔算式の符号〕

Ａ：平成１７年３月３１日現在の住民基本台帳登載

世帯数

Ｂ：平成１２年９月３０日現在の住民基本台帳登載

世帯数

④　数値急減補正

ア　人口急減補正

人口急減補正については、人口を測定単位と

する経常経費に適用され、平成１０年度より人口

急増補正と同様に、「その他の諸費（人口）（経

常）」において包括的に算入されている。

本補正は、人口の急減する市町村が、人口変

動の少ない同規模の市町村に比べて、経常経費

に係る人口一人当たりの単価が割高となるた

め、減少人口の一定割合を復元させるためのも

のである。

これは、人口が急減する市町村では、人口減

少に応じて直ちに公共施設の統廃合により、経

費の削減を図ることなどは困難であり、測定単

位の減少に即応して基準財政需要額が減少する

と、財政運営に支障をきたす恐れがあることか

ら激変緩和措置として設けられているものであ

る。

これまでは、昭和５５年国勢調査人口から平成

１２年国勢調査人口の減少数を復元（平成１６年度

は１０％）する算式（旧算式Ⅰ）と、平成７年国

勢調査人口から平成１２年国勢調査人口の減少数

を復元（同３０％）する算式（旧算式Ⅱ）に基づ

き、「その他の諸費（人口）」において６費目分

が一括して措置されてきた。平成１４年度以降、

旧算式Ⅰの復元率は段階的に縮減されてきたが、

平成１７年度においては旧算式Ⅰが廃止され、旧

算式Ⅱ分のみに一本化された。その復元率は１０％

（平成１６年度は３０％）である。

なお、対象は平成１６年度と変わらず、人口減

少団体の平均減少率（１.０２６）を超える団体と

された。

○算式

人口急減補正係数－１＝

（Ｂ／Ａ－１.０２６）×４.２×α

（注）負数になる場合は０とする。

［算式の符号］

Ａ：平成１２年国勢調査人口

Ｂ：平成７年国勢調査人口

α：０.１

イ　学級数・学校数急減補正

学級数・学校数急減補正は、測定単位である

「学級数・学校数」の急激な減少に伴う需要額の激

変緩和措置として適用される。具体的には算定年

度の学級数・学校数が前年から３年前までの各年

度の数をいずれも下回る団体について、前年の減

少分の９０％、２年前の減少分の６０％、３年前の減

少分の３０％がそれぞれ復元されるものである。

平成１６年度から、財政需要がほとんど生じてい

ない学級数がゼロの学校（ゼロ学級校）について、

小学校費及び中学校費の測定単位から除外される

とともに、急減補正に用いる過去３年間の学校数

からも除外された。なお、これによる学校数の減

少には、急減補正は適用されない。

○算式

学級数（学校数）急減補正係数－１＝

１
―×｛（Ｂ－Ａ）×０.９＋（Ｃ－Ｂ）×０.６
Ａ

＋（Ｄ－Ｃ）×０.３｝

（注）（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、又は（Ｄ－Ｃ）が負数となると

きは、それぞれ０とする。

Ａの数値がＢ、Ｃ、Ｄのいずれの数値以上となるときは

（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）は０とする。

［算式の符号］

Ａ：測定単位の数値（学級数・学校数）

Ｂ：平成１６年５月１日現在の測定単位の数値

（学級数・学校数）

Ｃ：平成１５年５月１日現在の　　　〃
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Ｄ：平成１４年５月１日現在の　　　〃

ウ　農家数急減補正

農家数急減補正は、測定単位である「農家数」

の置き換えに伴う「農業行政費」の激変緩和措置

として適用されるものであり、１９９５年農業センサ

スによる農家数と２０００年世界農林業センサスによ

る農家数を比較し、その間の減少数の一定割合が

復元される。平成１７年度の復元率は１０％（平成

１６年度は３０％）であるが、激変緩和の性格上、年

次進行により順次逓減されることとなる。

○算式

農家数急減補正係数－１＝｛（Ｂ－Ａ）／Ａ｝×０.１

［算式の符号］

Ａ：２０００年世界農林業センサスによる農家数

Ｂ：１９９５年農業センサスによる農家数

エ　従業者数急減補正

従業者数急減補正は、測定単位である「林業・

水産業及び鉱業の従業者数」の置き換えに伴う

「その他の産業経済費」の激変緩和措置として適用

されるものである。平成７年国勢調査の数値を基

礎として、平成１２年国勢調査の数値との差に各産

業の従業者一人当たりの所要一般財源の差を反映

させ、それぞれ復元率を乗じて得た数値が基礎と

されている。平成１７年度の復元率は２０％（平成

１６年度は４０％）であるが、激変緩和の性格上、年

次進行により順次逓減されることとなる。

○算式

数値数急減補正係数－１＝

１／Ａ｛（Ｅ／Ｂ－１.４８３）×Ｂ×４.３７

＋（Ｆ／Ｃ－１.２４０）×Ｃ×０.２８

＋（Ｇ／Ｄ－１.４８９）×Ｄ×０.０１｝×０.２

［算式の符号］

Ａ：平成１２年国勢調査による「林業、漁業及び

鉱業の就業者数」

Ｂ：平成１２年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｃ：平成１２年国勢調査による「漁業の就業者数」

Ｄ：平成１２年国勢調査による「鉱業の就業者数」

Ｅ：平成７年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｆ：平成７年国勢調査による「漁業の就業者数」

Ｇ：平成７年国勢調査による「鉱業の就業者数」

〔数値急増・急減補正による今年度の府内の増加

需要額は第８表のとおりである。〕

⑤　密度補正　　

今年度の密度補正単価は第９表のとおりで、主な

改正点は次のとおりである。

ア　下水道費

維持管理経費の実態を反映させるため、排水人

口・排水面積・施設種類による密度補正が適用さ

れているが、今年度も実態を勘案し、排水人口当

たり単価と排水面積当たり単価、公共下水道に対

する各施設の維持管理経費比率が見直された。排

水人口で算入される需要額と排水面積で算入され

る需要額の比率は、昨年度と同様０.５０：０.５０とさ

れた。なお、維持管理経費比率については、当該

比率の算出基礎となる維持修繕費決算額の増減に

より数値が大きく変動し、予見可能性が低い状況

にあることや、算定の簡素化の観点等を踏まえ、

施設区分が５区分（⑯８区分）に統合された。
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第８表　数値急増・急減補正による増加需要額（府内市町村）
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第９表　平成１７年度密度補正単価等（対前年度比較）



イ　その他の土木費

今年度に一般財源化された公営住宅家賃収入補

助を的確に算定するために密度補正が創設された。

その算式は、第１０表のとおりであるが、ポイント

を挙げると以下のようになる。

①今年度においては国庫補助総額６４１億円の２分

の１に当たる３２０億円が一般財源化され、残余は

平成１８年度に一般財源化されることとなってい

る。したがって一般財源化相当額の算式では、

０.５が乗じられている。

②本補助は公営住宅の管理開始から３０年間を対

象とするものであることから、第１種・第２種

公営住宅に係る家賃収入補助基本額については、

平成１６年度の国庫補助金の算出に用いられた補

助基本額から３０年経過分を除外した数値が用い

られており、今年度の国庫補助金の算出に用い

られる額と一致するものである。

③収入基準を超える入居者は、補助金の対象外

となっていることから、平成１６年度の国庫補助

金の算出に用いられた「１－Ｆｎ／Ｇｎ」（第１

種公営住宅に係る非収入超過者比率）及び

「１－Ｉｎ／Ｊｎ」（第２種公営住宅に係る非収入

超過者比率）が用いられ、収入超過者分の補助

基本額が除外されている。

ウ　小・中学校費

経済的理由により小・中学校への就学が困難な

児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費等を

給付する場合に補助される要保護及準要保護児童

生徒援助費補助金のうち、準要保護児童生徒分が

今年度に一般財源化された。そこで、小学校費

（測定単位：児童数）・中学校費（測定単位：生

徒数）の単位費用において一般財源化に伴う所要

経費の全額を算入した上で密度補正が適用され

た。この補正は、一般財源化相当額のうち①修学

旅行及び給食費以外に係る経費、②修学旅行に係

る経費、③完全給食に係る経費、④補食給食に係

る経費、⑤ミルク給食にかかる経費の５種類に分

割した上で、例えば完全給食に係る経費について

は、当該市町村の完全給食児童（生徒）数の全国

シェアと教育扶助受給児童（生徒）数の全国シェ

アを１:１の割合で加味した指標により全国総額

を按分して需要額が算定されている。

エ　生活保護費　

生活扶助基準の改定等に伴い、被生活保護者１

人当たり単価、各種扶助間の単価差率及び各種扶

助人員の推計伸び率について改定が行われた。
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第１０表　公営住宅家賃収入補助に係る密度補正



オ　社会福祉費

知的障害者援護施設措置費に係る密度補正の措

置者１人当たり単価及び保育所運営費に係る児童

１人当たり単価の改定が行われた。なお、保育所

運営費のうち公立保育所分については、延長保育

事業が一般財源化されたことに伴い、所要額が単

価に上乗せされることとなった。

カ　保健衛生費

密度補正Ⅰのうち病院経費については、病床数

単価が５１９千円となり、診療所の運営経費に係る

単価については、昨年度と同額の７,１００千円とさ

れた。

水道経費については、簡易水道給水人口当たり

単価が４,６８８円に改定された。

密度補正Ⅱについては、従前から国民健康保険

に係る事務費等の一般財源化対象経費について、

各団体の一般被保険者数に比例させる密度補正が

適用されてきたが、今年度一般財源化された国民

健康保険特別対策事業費補助金分についても、密

度補正の対象とされ、密度補正単価に上乗せされ

ている。

国保財政安定化支援事業に要する経費に係る密

度補正は基本的に昨年度と同様であるが、医療制

度改革に伴い、国民健康保険一般被保険者のうち

「６０歳以上７１歳未満の者の数」が「６０歳以上７２歳

未満の者の数」に改正され、これに伴い高齢者の

多寡に応じた算入部分における乗率０.２５が０.１８に

引き下げられたものである。（第１１表・第１２表）

キ　高齢者保健福祉費（６５歳以上人口）

今年度、在宅福祉事業費補助金（生活支援ハウ

ス事業分）が一般財源化されたことに伴い、新た

に密度補正で算定されることとなった。１施設当

たりの単価については、国庫補助金の算出基礎に

準じ、一般財源の増加分を反映する３段階の運営

単価が利用者見込数に応じて設定されている。

養護老人ホーム被措置者数に係る密度補正につ

いては、国庫負担金の一般財源化により、経費の

全額が市町村負担となったことから、補正係数の

算式が改正され、被措置者数１人当たり単価が増

額されている。具体的には、負担割合が市で約２

倍、町村で約４倍となったことから、前年度の単

価と比べて市分で概ね２倍、町村分で概ね４倍の

２,１２３,０００円に改定されている。また、援護率は

０.８４１０に、被措置者数推定伸率は０.９９４５にそれぞ

れ改められている。

介護給付費負担金に係る密度補正について

は、居宅介護サービス受給者１人当たりの単価

が１３９,１００円、施設介護サービス受給者１人当た

りの単価が５２７,１００円に改定されている。

⑥　投資補正

投資補正は、測定単位の多寡等により投資的経費

の割増しを行うものであり、現在「道路橋りょう費」

の他１２費目において適用されている。

改正点の主なものは、以下のとおりである。

ア　道路橋りょう費

平成１６年度に道路整備に係る長期計画の改定に

伴って、投資補正Ⅰの各指標に係る乗率が第１３表

のとおり改定された。

また、この見直しの影響額を考慮した激変緩和

措置が平成１６年度に引き続いて講じられ、平成１５

年度の投資補正Ⅰの算式による係数との差の３割

（昨年度７割）が復元されている。

イ　都市計画費

平成１６年度より、割り増しの基準値については、

従来の大都市の全地目平均の土地価格から、大都

市の可住地平均の土地価格を用いることとされた。

この見直しによる激変を緩和するため、平成１５

年度の土地価格比率係数を下回る団体については、

平成１５年度係数の６割（昨年度８割）と平成１６年

度係数の４割（同２割）の合計値を用いることと

された。

ウ　公園費

投資補正の算式中の土地価格比率の反映に係る

乗率について、公園事業の決算を踏まえて用地費

の比率が０.４から０.３に見直された。

エ　下水道費

高資本費対策に必要な経費を措置するため、地

方公営企業繰出基準による公費負担額の一部が算

入されている。

平成１７年度においては、繰出基準の改正を受け
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第１１表　「保健衛生費」密度補正Ⅱの算式



て、供用開始後年数に係る要件の見直し、資本費

単価に係る要件の見直し、使用料単価が低い事業

への割落としの拡大等の改正が行われている。

オ　農業行政費

単位費用中の関係事業費の比率、決算の状況等

を踏まえ、農道の維持改修費に係る部分の係数が

改定されるとともに、各指標の反映の比率が見直

された。また、農家数減少分については、復元率

が０.１（昨年度０.３）とされた。

カ　その他の産業経済費

各産業別の従業者数一人当たりの所要一般財源

の差を反映するための補正であり、単位費用にお

ける比率を基に所要の改定が行われている。平成

１７年度も昨年度に引き続き、鉱業者一人当たりの

算入額が削減されている。

キ　その他の諸費（人口・面積）

いずれにおいても、平成１６年度に創設された地

域再生事業債の元利償還金相当額の一部が、平成

１７年度から算入されている。

⑦　事業費補正

事業費補正とは、地方団体の公共事業の地方負担

額や過去の事業債の元利償還金等、実際の投資的経
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第１３表　道路橋りょう費　投資補正Ⅰ係数

第１２表　国民健康保険に係る経費の普通交付税算入状況



費の財政需要額を反映させる補正方法である。

費目別の改正点のうち、主なものは次のとおりで

ある。なお、算入率については第１４表に示した。

ア　下水道費

平成１６年度から、下水道資本費平準化債許可見

込額に０.５を乗じた額が当該年度の事業費補正算入

額から控除されることとなったが、今年度から公

害防止事業債分も含めた資本費平準化債の元利償

還金の５０％が算入されている。

イ　その他の土木費

平成１７年度から、まちづくり交付金事業に係

る地方債の元利償還金の１０％が、新たに算入され

ることとなった。

ウ　企画振興費

単位費用において算入された旧地域総合整備事

業債（特別分等）及び地域活性化事業債に係る元

利償還金相当分の過不足が調整されているもので

あるが、今年度は、単位費用中の元利償還金相当

分が４８０円（⑯４７０円）となった。

エ　その他の諸費　

平成１７年度から、ＰＦＩ法に基づいてＰＦＩ事

業者が整備して供用が開始された公共施設等の整

備費相当額（当該団体が当該施設を建設したとみ

なした場合に、基準財政需要額に算入されるべき

額）が算入されている。

⑧　種別補正

種別補正は、測定単位のうちに種別があり、その

種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについ

て、その費用の差に応じて測定単位の補正を行うも

のである。

今年度においては、「道路橋りょう費」において、

国府道に係る種別補正係数が見直され、国道のうち

指定区間に係るものが１.７６（昨年度は１.７８）、その

他に係るものが１.８６（１.９０）、府道に係るものが

１.８６（１.９０）とされた。
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第１４表　事業費補正算入率の一覧表
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「高等学校費」において、単位費用の改定等に伴い、

教職員数を測定単位とするもの及び生徒数を測定単

位とするものについて、種別補正係数が次のとおり

改定された。

公債費については、年次進行に伴う理論償還額の

変動を反映するよう各年度許可債の種別補正係数が

変更されている。

ア　補正予算債償還費

平成１０年度以前許可債については、大きな変更

はない。平成１１年度以降許可債に係るものについ

ては、市場公募団体における平成１１年度許可債の

理論償還費を基礎として、種別補正係数が次のと

おり改定された。

なお、基準財政需要額には、平成１１年度及び平

成１２年度許可債に係る元利償還金については８０％

を算入し、平成１３年度及び平成１４年度許可債に係

る元利償還金については、各々の年度当初におけ

る地方負担額に係る算入率に応じて算入すること

とされている。

イ　地方税減収補てん債償還費

昭和６０年度許可債の市場公募団体の理論償還費

を基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。
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「高等学校費（生徒数）」の種別補正係数

「高等学校費（教職員数）」の種別補正係数



ウ　臨時財政特例債償還費

昭和６３年度許可債の理論償還費を基礎として、

種別補正係数が次のとおりとされた。

エ　財源対策債償還費

平成６年度許可債の市場公募団体の償還費を基

礎として、種別補正係数が次のとおり改定された。
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オ　減税補てん債償還費

平成６年度許可債の市場公募団体の償還費を基礎

として、種別補正係数が次のとおり改定された。

カ　臨時財政対策債償還費

平成１３年度許可債の市場公募団体の償還費を基

礎として、種別補正係数が次のとおり改定された。

（４）臨時財政対策債

臨時財政対策債の発行可能額は、昨年度と同様、

臨時財政対策債発行可能額を算定するための「単価」

を設けた上で、これに「各地方団体の人口」及び

「経常経費に係るその他の諸費（人口）の補正係数」

を乗じることで算定されている。なお、臨時財政対

策債発行可能額の算出に用いる補正係数については、

その他の諸費（人口）における加算補正を除くとと

もに、１６年度から寒冷補正（平成１３年度から行って

いる一括適用分及び平成１６年度に新たに拡大した一

括適用分）における一括適用がないものとして算出

した補正係数を用いることとされている。また、平

成１７年度に新設された経常態容補正係数についても、

同様の取り扱いとされている。

算式は、以下のとおりである。

算式＝Ａ×Ｂ×α×Ｃ

Ａ：人口

Ｂ：経常経費に係るその他の諸費（人口）にお

ける連乗後補正係数（寒冷補正、及び経常

態容補正係数を除く）

Ｃ：単価（１０,００１円）

α：総額に合わせ付けるための率（調整率）

０.９９４２６７９

２.基準財政収入額

基準財政収入額の算定については、平成１７年度地

方財政計画における収入見込額等を基礎として、地

方税法の改正等に伴う算定方法の改正並びに年次進

行に伴う基礎数値の置き換え等によって行われた。

算定方法の主な改正点は次のとおりである。

① 平成１６年度の税制改正により生計同一の妻に対

する均等割の非課税措置が廃止されたため、これ

に係る均等割を新たに算定することとされた。

② 税源移譲に伴う団体間の収入格差が拡大しない

ようにしつつ、円滑な財政運営と制度の移行を確

保するため、税源移譲に伴う増収分を当面１００％

算入することとし、所得譲与税がその対象とされ

た。

③ 平成１６年度の税制改正により市町村たばこ税都

道府県交付金制度が創設されたことに伴い、市町

村たばこ税の基準財政収入額から交付金相当額の

７５％を控除することとされた。

（１）市町村民税所得割

市町村民税所得割の基準税額は、いわゆる一般所
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得課税分、退職所得分離課税分及び分離譲渡所得課

税分にそれぞれ区分して算定することとされている。

一般所得課税分に係る理論納税義務者１人当たり

の単位税額については、１１８,８００円とされたところ

である。昨年は１１７,０００円であったので１.５％（１,８００

円）の増となっている。

また、いわゆる恒久的な減税に伴う減収見込額の

うち、最高税率の引下げ及び特定扶養控除額の引上

げによる影響額は、この単位税額に反映されている

が、定率減税分については算式上、別途控除する方

式とされている。

各市町村の補正率の基礎数値となる単位税額は、

前年度の課税状況調を基礎に算出することとされて

いるが、その実績は第１５表のとおりである。そして、

各市町村の単位税額補正率は、当該市町村の単位税

額をそれぞれ全国平均の単位税額（１１１,４５７円）で

除することにより算出される。

なお、地方特例交付金及び減税補てん債相当額の

算定に用いられる恒久的な減税による市町村民税所

得割の減収見込額については、課税標準段階ごとに

一定の所得区分による場合分けを行った上で、前年

度分の所得割納税義務者の数及び課税標準等の額を

基礎として、最高税率の引下げ、定率減税及び特定

扶養親族に係る扶養控除額の引上げによる減収見込

額が算定されている。

（２）市町村民税法人税割

市町村民税法人税割の推計基準税額の算定につい

ては、前年度（４月～３月）の調定実績に推計伸率

を乗じて算出する方法により算定されている。

この推計伸率は、平成１７年度地方財政計画におけ

る法人税割の収入見込額を基礎として各団体の税収

実績等を勘案し、１.１１とされた。

推計伸率及び精算方法の推移については第１６表の

とおりである。精算方法については、１６年度分は

１／３、１５年度分は当該未精算額の１／２、１４年

度分は当該未精算額の残り全額を精算することとさ

れた。

また、府内市町村の基準税額等については、第１７

表のとおりである。

なお、平成１７年１１月末現在の府内市町村の調定見

込額を見ると、ほとんどの市町村で企業収益が好転

していることから、前年比で１０.１％の増となってい

る。来年度の普通交付税の予算見積りに際しては、

地方財政計画のほか、大企業、その他地元企業の決

算の状況、今後の景気動向をも見極めつつ、また精

算額にも十分に考慮する必要がある。

（３）固定資産税

固定資産税の基準税額は、土地、家屋及び償却資

産に係るものの合計額である。なお、固定資産税

の土地及び家屋の基準税額の算定に関して用いる

単位当たり平均価格については、平成１６年度の算

定から、概要調書に記載されるべき単位当たり平

均価額を用いることとされた。

（４）利子割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して０.５６１とされた。
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精算方法については、１６年度分は１／３、１５年

度分は当該未精算額の１／２、１４年度分は当該未

精算額の残り全額を精算することとされた。また、

府内の基準額等については第１８表のとおりである。

（５）配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して配当割交付金が２.６４２、株式等

譲渡所得割交付金が０.６１０とされた。

（６）所得譲与税

所得譲与税法の規定による総額（１１,１５９億円）の

５分の３に相当する額を都道府県に、その５分の２

に相当する額を市町村に対し、それぞれ直近の国勢

調査（平成１２年国勢調査）による人口を基準として

譲与されるものであるので、これを基礎に算定する

こととされ、その１００％の額を基準財政収入額に算

入することとされた。

三位一体の改革は、平成１７年１１月３０日の政府・与

党合意により、ひとまずの区切りとなった。これに

ついては、評価すべき点とともに、多くの課題もみ

られる。

国庫補助負担金と税源移譲に関する改革について

は、①３兆円の税源移譲が実現したこと、②生活保

護費国庫負担金について国の負担率が維持されたこ

と、③地方の主張する施設整備費について税源移譲

おわりに
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の対象に含められたことは成果であったと考えられ

る。同時に、④義務教育費・児童手当・児童扶養手

当など、補助金改革の多くが補助率の引き下げにと

どまり、地方の裁量度を高め自主性を拡大するもの

ではなかった点を指摘しなくてはならない。

一方で、地方財政の見直しが着実に進められてい

ることを指摘しなくてはならない。

これまでも、地方財政の歳出は厳しい抑制が続い

ており、平成１８年度政府予算案では、地方財政計画

の規模は５年連続で減少し、地方一般歳出も７年連

続で減少している。社会保障費の伸びが見込まれる

なかで、この様な歳出抑制を可能とするため、投資

単独事業の抑制に加えて、経常経費の民間委託推進

等による節減効果が見込まれている。特に、人件費

については給与構造改革に加え、地方公務員数の純

減数が２万３千人へと大きく引き上げられているこ

とに注意が必要である。

また、一般財源総額については１７年度以上の水準

が確保されているが、地方交付税は入口ベースで１３

兆７,０００億円、出口ベースでも１５兆９,０００億円に減額

されている。これは前年度比で、各々、８,０００億

円・５．７％の減、９，９００億円・５．９％の減である。

このように交付税総額が減額されながらも一般財源

総額の水準が維持されたところは、もちろん国・地

方の税収の回復が見込まれているからであるが、同

時に、前年度繰越分を１兆２,９００億円加算すること

で交付税の出口ベースを増額させたり、経常・投資

の一体的是正に伴う１兆円の臨時財政対策債の増発

など、特例的な措置を重ねた結果であることにも留

意すべきである。なお、平成１８年度においても、国

と地方の折半対象となる通常収支の不足額は１兆

４，１００億円へと、大幅に圧縮されている。

以上からも明らかなように、地方財政をとりまく

状況は、三位一体の改革について一定の成果を残し

つつも、なお課題は山積したままと言える。平成１８

年において、当面留意すべきことは、新行革指針を

踏まえて作成される集中改革プランの着実な実行や、

総務大臣の私的機関として設けられた「地方分権２１

世紀ビジョン懇談会」の議論の行方と、これを踏ま

えて策定されるであろう「中期地方財政ビジョン」

の方向性、加えて、三位一体の改革を第二期改革に

つなげ、国と地方の協議の場を確固とした制度とし

て定着させることなどが挙げられるであろう。

今後、さらなる税源移譲と、国による規制や関与

の撤廃を進めることで、地方分権を真に実りあるも

のにするためには、何よりも、地方自治に対する住

民の支持・信頼という強固な基盤に立つことが大前

提である。そのためには、特に住民に身近な自治体

である市町村の行財政運営のあり方による所が大き

い。三位一体の改革を、唯一の成果だったとするの

か、もしくは、更なる分権実現へのベースキャンプ

とするのか、真価が問われるのは、まさにこれから

である。
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